
東

京

都

北

区

子

ど

も

の

権

利

と

幸

せ

に

関

す

る

条

例

の

一

部

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

五

月

二

十

九

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子





東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

五

号

東

京

都

北

区

子

ど

も

の

権

利

と

幸

せ

に

関

す

る

条

例

の

一

部

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

し

こ

う

東

京

都

北

区

子

ど

も

の

権

利

と

幸

せ

に

関

す

る

条

例

（

令

和

六

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

号

。

以

下

「

条

例

」

と

い

い

ま

す

。

）

付

則

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

規

定

の

う

ち

次

の

各

だ

い

い

ち

こ

う

号

に

か

か

げ

る

規

定

の

施

行

期

日

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

日

と

し

ま

す

。

し

こ

う

と

う

が

い

一

条

例

第

五

章

の

規

定

令

和

六

年

七

月

一

日

二

条

例

第

四

章

第

二

節

お

よ

び

付

則

第

二

項

の

規

定

令

和

六

年

九

月

一

日

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

ま

す

。

し

こ

う
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